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仕様書：６委託業務の内容(1)

観光地制作及び運営業務（②）は空間制作事業者（クラ
スター株式会社）による実施となり、委託費8,237,900
円（税込）を支払うこととされています。一方で、観光
地の選定（①）の内容によっては、②の業務ボリューム
が増大し、8,237,900円を超過する可能性もあると理解
しております。
この場合、超過分については別途経費として支払いが可
能か、もしくは8,237,900円の範囲内で業務を調整する
必要があるのか、ご教示いただけますでしょうか。

仕様書の６委託業務の内容(1)前提条件に「業務内容に
よっては、追加で経費を支払う可能性がある。」と記載
しているとおり、観光地制作及び運営(②)、「バーチャ
ル万博」への出展準備(③)の内容によっては、受託事業
者から空間制作事業者へ8,237,900円を超過した分の経
費を追加で支払う可能性があります。
ただし、委託料の上限金額は変わりません。
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